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議 事 日 程 

平成２１年５月１４日 木曜日 午前１０時００分開会 

 

 日程第 １ 会議録署名議員の指名 

 日程第 ２ 会期の決定 

 日程第 ３ 報告第 ２号 専決処分の承認を求めることについて（平成２０年度長井市定 

              額給付金給付事業特別会計補正予算第１号） 

                                （質疑、討論、表決） 

 日程第 ４ 議案第５３号 レインボープランバケツコンテナの蓋による車両損傷事故に係 

              る損害賠償の額の決定について       （  〃  ） 

 日程第 ５ 議案第５４号 長井市市税条例の一部を改正する条例の制定について 

                                   （  〃  ） 

 日程第 ６ 議案第５５号 長井市市税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の 

              制定について               （  〃  ） 

 日程第 ７ 議案第５６号 長井市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について 

                                   （  〃  ） 

 日程第 ８ 議案第５７号 長井市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につい 

              て                    （  〃  ） 

 日程第 ９ 議案第５８号 平成２１年度長井市一般会計補正予算第２号 （  〃  ） 

 日程第１０ 議会案第４号 長井市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について 

                                   （  〃  ） 

 日程第１１ 常任委員会委員の選任について 

 日程第１２ 議会運営委員会委員の選任について 

 

本日の会議に付した事件 

 

 日程第 １ 会議録署名議員の指名 

 日程第 ２ 会期の決定 

 日程第 ３ 報告第 ２号 専決処分の承認を求めることについて（平成２０年度長井市定 

              額給付金給付事業特別会計補正予算第１号） 

                                （質疑、討論、表決） 

 日程第 ４ 議案第５３号 レインボープランバケツコンテナの蓋による車両損傷事故に係 

              る損害賠償の額の決定について       （  〃  ） 

 日程第 ５ 議案第５４号 長井市市税条例の一部を改正する条例の制定について 

                                   （  〃  ） 

 日程第 ６ 議案第５５号 長井市市税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の 

              制定について               （  〃  ） 



 

―３― 

＋

 日程第 ７ 議案第５６号 長井市都市計画税条例の一部を改正する条例の制定について 

                                   （  〃  ） 

 日程第 ８ 議案第５７号 長井市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につい 

              て                    （  〃  ） 

 日程第 ９ 議案第５８号 平成２１年度長井市一般会計補正予算第２号 （  〃  ） 

 日程第１０ 議会案第４号 長井市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について 

                                   （  〃  ） 

 日程第１１ 議長の辞職について 

 日程第１２ 議長の選挙 

 日程第１３ 副議長の選挙 

 日程第１４ 常任委員会委員の選任について 

 日程第１５ 議会運営委員会委員の選任について 

 日程第１６ 置賜広域行政事務組合議会議員の選挙 

 日程第１７ 西置賜行政組合議会議員の選挙 

 日程第１８ 置賜広域病院組合議会議員の選挙 

 日程第１９ 長井ダム環境整備促進特別委員会委員の選任について 

 日程第２０ 議席の一部変更について 
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   開     会 

 

 

○佐々木謙二議長 おはようございます。 

 ただいまから平成21年第２回長井市議会臨時

会を開会いたします。 

 

 

   開     議 

 

 

○佐々木謙二議長 これより本日の会議を開きま

す。 

 本日の会議に欠席の通告議員はございません。

よって、ただいまの出席議員は定足数に達して

おります。 

 なお、山形新聞社長井支社長より本臨時会中

のカメラ及びパソコン使用について申請があり、

許可いたしましたので、ご報告いたします。 

 本日の会議は、配付しております議事日程を

もって進めます。 

 なお、この日程につきましては、先ほど開催

されました議会運営委員会にお諮りし、内定を

見ておりますので、ご了承をお願いいたします。 

 

 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 

 

○佐々木謙二議長 日程第１、会議録署名議員の

指名であります。会議規則第81条の規定により、

ご指名いたします。 

 １番 竹 田 博 一 議員 

 ２番 鈴 木 悟 司 議員 

 ３番 我 妻   昇 議員 

 以上、３名の方にお願いいたします。 

 

 

 日程第２ 会期の決定 

 

 

○佐々木謙二議長 次に、日程第２、会期の決定

であります。 

 お諮りいたします。本臨時会の会期は、本日

１日といたしたいと思いますが、これにご異議

ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○佐々木謙二議長 ご異議なしと認めます。よっ

て、そのように決定いたしました。 

 

 

 日程第３ 報告第２号 専決処分の 

 承認を求めることについて（平成２ 

 ０年度長井市定額給付金給付事業特 

 別会計補正予算第１号） 

 

 

○佐々木謙二議長 それでは、日程第３、報告第

２号 専決処分の承認を求めることについて

（平成20年度長井市定額給付金給付事業特別会

計補正予算第１号）の１件を議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 内谷重治市長。 

  （内谷重治市長登壇） 

○内谷重治市長 おはようございます。 

 報告第２号 専決処分の承認を求めることに

ついてご説明申し上げます。 

 本案は、平成20年度長井市定額給付金給付事

業特別会計補正予算第１号について、専決処分

をさせていただいたものでございます。 

 第１条の繰越明許費でございますが、第１表

のとおり定め、地方自治法第179条第１項の規

定によりまして、専決処分をさせていただいた

ものでございます。 
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 よろしくご承認賜りますようお願い申し上げ

ます。 

○佐々木謙二議長 提案者の説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。ご質疑ございませ

んか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○佐々木謙二議長 質疑もないので、質疑を終結

し、討論を行います。ご意見ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○佐々木謙二議長 ご意見もないので、討論を終

結し、採決いたします。 

 報告第２号は、承認することに賛成の議員の

起立を求めます。 

  （起立全員） 

○佐々木謙二議長 起立全員であります。よって、

報告第２号は、承認することに決定いたしまし

た。 

 

 

 委員会付託の省略について 

 

 

○佐々木謙二議長 お諮りいたします。これより

上程いたします議案は、委員会付託を省略し、

全員でご審議願いたいと思いますが、これにご

異議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○佐々木謙二議長 ご異議なしと認めます。よっ

て、そのように決定いたしました。 

 

 

 日程第４ 議案第５３号 レインボ 

 ープランバケツコンテナの蓋による 

 車両損傷事故に係る損害賠償の額の 

 決定について外５件 

 

 

○佐々木謙二議長 それでは、日程第４、議案第

53号 レインボープランバケツコンテナの蓋に

よる車両損傷事故に係る損害賠償の額の決定に

ついてから日程第９、議案第58号 平成21年度

長井市一般会計補正予算第２号までの６件を一

括議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 内谷重治市長。 

  （内谷重治市長登壇） 

○内谷重治市長 議案第53号 レインボープラン

バケツコンテナの蓋による車両損傷事故に係る

損害賠償の額の決定についてご説明申し上げま

す。 

 本案は、市が管理するレインボープランバケ

ツコンテナのふたが原因とする車両損傷事故に

係る損害賠償の額を決定するため、地方自治法

第96条第１項第13号の規定によりご提案申し上

げるものでございます。 

 次に、議案第54号 長井市市税条例の一部を

改正する条例の制定についてご説明申し上げま

す。 

 本案は、地方税法等の改正に伴い、最近の社

会経済情勢等にかんがみ、景気回復の実現に資

する等の観点から、個人住民税において住宅借

入金等特別税額控除を創設するほか、平成21年

度評価替えに伴う土地に係る固定資産税及び都

市計画税の負担調整措置の延長等をいたすもの

でございます。 

 改正の主な内容でございますが、個人住民税

につきましては、まず、住宅借入金等特別税額

控除において、平成21年から平成25年まで入居

した場合、控除可能額まで所得税額が控除でき

ない者については、所得税から控除し切れない

額を個人住民税から控除する特別控除を創設す

るとともに、給与支払報告書等について必要な

改正を行い、市に対する申告は不要とするなど、

所要の措置を講ずるものでございます。 

 また、上場株式等の配当所得及び譲渡所得等

に対する３％の軽減税率を平成23年12月31日ま
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で延長するほか、土地等の長期譲渡所得につい

て、個人が平成21年及び22年中に取得した土地

等を譲渡した場合の1,000万円の特別控除を創

設し、さらに、優良住宅地の造成等のために土

地等を譲渡した場合、長期譲渡所得のうち

2,000万円以下の部分について2.4％に、2,000

万円を超える部分について３％に軽減されてい

る税率を、特例措置として平成26年度まで延長

するなど、土地税制及び金融税制について所要

の措置を講ずるものでございます。 

 次に、固定資産税についてでございますが、

平成21年度から平成23年度までの土地に係る固

定資産税の負担調整措置について、３年に１度

の評価替えに伴い、宅地等及び農地について現

行と同様の調整措置を継続するとともに、宅地

等について、据え置き年度において地価が下落

している場合に、簡易な方法により価格の下落

修正ができる特例措置を継続するなど、所要の

措置を講ずるものでございます。 

 次に、議案第55号 長井市市税条例の一部を

改正する条例の一部を改正する条例の制定につ

いてご説明申し上げます。 

 本案は、地方税法等の改正に伴い、所要の改

正をいたすものでございます。 

 改正の主な内容でございますが、上場株式等

の配当所得及び譲渡所得等に対する税率の特例

措置等の改正を行うことに伴い、昨年５月16日

に公布いたしました長井市市税条例の一部を改

正する条例の附則中、関連する条項及び字句の

整備をいたすものでございます。 

 議案第56号 長井市都市計画税条例の一部を

改正する条例の制定についてご説明申し上げま

す。 

 本案は、地方税法等の改正に伴い、所要の改

正をいたすものでございます。 

 改正の主な内容でございますが、平成21年度

から平成23年度の間における土地に係る都市計

画税の負担調整措置について、固定資産税と同

様、現行制度の基本的仕組みを継続いたすもの

でございます。 

 議案第57号 長井市国民健康保険税条例の一

部を改正する条例の制定についてご説明申し上

げます。 

 本案は、地方税法等の改正に伴い、所要の改

正をいたすものでございます。 

 改正の主な内容でございますが、被保険者間

の負担の公平及び中間所得者層の負担軽減を図

るため、現行の国民健康保険税の介護納付金課

税額に係る課税限度額９万円を１万円引き上げ

10万円にするとともに、国民健康保険税の２割

軽減となる納税義務者の要件の見直しを行い、

一律に２割軽減を適用し、低所得者の負担の軽

減及び市の事務の軽減を図るものでございます。 

 議案第58号 平成21年度長井市一般会計補正

予算第２号についてご説明申し上げます。 

 第１条の歳入歳出予算の補正につきましては、

予算の総額に21万7,000円を追加いたしまして、

予算の総額を歳入歳出それぞれ107億1,563万

5,000円といたすものでございます。 

 このたびの補正は、レインボープランバケツ

コンテナのふたが強風により飛ばされ、車両を

破損したため、損害賠償金21万7,000円を追加

いたすものでございます。また、補正の財源と

いたしまして、全国市長会市民総合賠償補償保

険保険金21万7,000円を計上いたすものでござ

います。 

 以上、よろしくご審議賜りますようお願い申

し上げます。 

○佐々木謙二議長 提案者の説明が終わりました。 

 これより１件ごとに質疑、討論、採決を行い

ます。 

 まず、日程第４、議案第53号 レインボープ

ランバケツコンテナの蓋による車両損傷事故に

係る損害賠償の額の決定についての１件につい

て質疑を行います。ご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 
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○佐々木謙二議長 質疑もないので、質疑を終結

し、討論を行います。ご意見ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○佐々木謙二議長 ご意見もないので、討論を終

結し、採決いたします。 

 議案第53号は、原案のとおり決するに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○佐々木謙二議長 起立全員であります。よって、

議案第53号は、原案のとおり決定いたしました。 

 次に、日程第５、議案第54号 長井市市税条

例の一部を改正する条例の制定についての１件

について質疑を行います。ご質疑ございません

か。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○佐々木謙二議長 質疑もないので、質疑を終結

し、討論を行います。ご意見ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○佐々木謙二議長 ご意見もないので、討論を終

結し、採決いたします。 

 議案第54号は、原案のとおり決するに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○佐々木謙二議長 起立全員であります。よって、

議案第54号は、原案のとおり決定いたしました。 

 次に、日程第６、議案第55号 長井市市税条

例の一部を改正する条例の一部を改正する条例

の制定についての１件について質疑を行います。

ご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○佐々木謙二議長 質疑もないので、質疑を終結

し、討論を行います。ご意見ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○佐々木謙二議長 ご意見もないので、討論を終

結し、採決いたします。 

 議案第55号は、原案のとおり決するに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○佐々木謙二議長 起立全員であります。よって、

議案第55号は、原案のとおり決定いたしました。 

 次に、日程第７、議案第56号 長井市都市計

画税条例の一部を改正する条例の制定について

の１件について質疑を行います。ご質疑ござい

ませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○佐々木謙二議長 質疑もないので、質疑を終結

し、討論を行います。ご意見ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○佐々木謙二議長 ご意見もないので、討論を終

結し、採決いたします。 

 議案第56号は、原案のとおり決するに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○佐々木謙二議長 起立全員であります。よって、

議案第56号は、原案のとおり決定いたしました。 

 次に、日程第８、議案第57号 長井市国民健

康保険税条例の一部を改正する条例の制定につ

いての１件について質疑を行います。ご質疑ご

ざいませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○佐々木謙二議長 質疑もないので、質疑を終結

し、討論を行います。ご意見ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○佐々木謙二議長 ご意見もないので、討論を終

結し、採決いたします。 

 議案第57号は、原案のとおり決するに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○佐々木謙二議長 起立全員であります。よって、

議案第57号は、原案のとおり決定いたしました。 

 次に、日程第９、議案第58号 平成21年度長

井市一般会計補正予算第２号の１件について質

疑を行います。ご質疑ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○佐々木謙二議長 質疑もないので、質疑を終結

し、討論を行います。ご意見ございませんか。 
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  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○佐々木謙二議長 ご意見もないので、討論を終

結し、採決いたします。 

 議案第58号は、原案のとおり決するに賛成の

議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○佐々木謙二議長 起立全員であります。よって、

議案第58号は、原案のとおり決定いたしました。 

 

 

 日程第１０ 議案第４号 長井市議 

 会委員会条例の一部を改正する条例 

 の制定について 

 

 

○佐々木謙二議長 次に、日程第10、議会案第４

号 長井市議会委員会条例の一部を改正する条

例の制定についての１件を議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 髙橋孝夫議会運営委員長。 

  （髙橋孝夫議会運営委員長登壇） 

○髙橋孝夫議会運営委員長 おはようございます。 

 議会案第４号 長井市議会委員会条例の一部

を改正する条例の制定についてご説明を申し上

げます。 

 本案は、本年４月１日から長井市課設置条例

の一部を改正する条例及び長井市水道事業の設

置等に関する条例の一部を改正する条例が施行

されたことに伴い、所要の改正を行うため、提

案をするものであります。 

 よろしくご賛同賜りますようお願い申し上げ

ます。 

○佐々木謙二議長 提案者の説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。ご質疑ございませ

んか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○佐々木謙二議長 質疑もないので、質疑を終結

いたします。 

 それでは、議会案第４号について討論を行い

ます。ご意見ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○佐々木謙二議長 ご意見もないので、討論を終

結し、採決いたします。 

 議会案第４号は、原案のとおり決するにご異

議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○佐々木謙二議長 ご異議なしと認めます。よっ

て、議会案第４号は、原案のとおり決定いたし

ました。 

 ここで、総務課長、財政課長、企画調整課長、

税務課長、市民課長、建設課長の退席を求めま

す。 

  （総務課長、財政課長、企画調整課長、税

務課長、市民課長、建設課長退席） 

○佐々木謙二議長 ここで暫時休憩いたします。 

 

 

   午前１０時１９分 休憩 

   午前１０時２１分 再開 

 

 

○町田義昭副議長 休憩前に復し、会議を再開い

たします。 

 私が議長の職務を行います。 

 ただいま佐々木謙二議長から、議長の辞職願

が提出されております。 

 お諮りいたします。この際、議長の辞職につ

いてを日程に追加し、議題とすることにご異議

ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○町田義昭副議長 ご異議なしと認めます。よっ

て、そのように決定いたしました。 

 

 

 日程第１１ 議長の辞職について 
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○町田義昭副議長 それでは、日程第11、議長の

辞職についてを議題といたします。 

 地方自治法第117条の規定により、佐々木謙

二議長の退席を求めます。 

  （佐々木謙二議長退席） 

○町田義昭副議長 議長の辞職願を事務局長に朗

読させます。 

○松本 弘議会事務局長 朗読いたします。 

 平成21年５月14日。長井市議会副議長、町田

義昭様。長井市議会議長、佐々木謙二。 

 辞職願。私儀、一身上の都合により、長井市

議会議長の職を辞したいので、許可されるよう

願い出ます。 

 以上でございます。 

○町田義昭副議長 お諮りいたします。佐々木謙

二議長の辞職を許可することにご異議ございま

せんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○町田義昭副議長 ご異議なしと認めます。よっ

て、佐々木謙二議長の辞職を許可することに決

定いたしました。 

 佐々木謙二議員の復席を求めます。 

  （佐々木謙二議員復席） 

○町田義昭副議長 佐々木謙二議員に申し上げま

す。議長の辞職は許可されましたので、本席よ

り告知いたします。 

 ここで、佐々木謙二議員より退任のあいさつ

をいたしたい旨の申し出がありますので、これ

を受けることといたします。 

 議席番号18番、佐々木謙二議員。 

  （18番佐々木謙二議員登壇） 

○１８番 佐々木謙二議員 おはようございます。

議長の退任に当たりまして、一言御礼のごあい

さつを申し上げたいと思います。 

 一昨年の５月の18日になりますが、議員各位

のご推選によりまして議長に就任いたしまして

から、丸２年になります。その間、浅学非才な

私を議員各位には支えていただきまして、また、

議会の円滑な運営に当たりましてご指導、ご協

力を賜りましたこと、厚く御礼を申し上げたい

と思います。そして、議員各位には、この間、

活発な議論の展開をしていただきまして、市民

の福祉、生活向上に大きくご尽力をいただきま

したことも、心から感謝を申し上げたいと思い

ます。 

 最後になりますが、議員各位の活発な質疑に

対しまして、市長を始め当局の皆様方には懇切

丁寧な説明と答弁をいただきまして、重ねて御

礼を申し上げて、退任のごあいさつにさせてい

ただきます。大変ありがとうございました。

（拍手） 

○町田義昭副議長 ただいま議長が欠けました。 

 お諮りいたします。この際、議長の選挙を日

程に追加し、選挙を行いたいと思いますが、こ

れにご異議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○町田義昭副議長 ご異議なしと認めます。よっ

て、そのように決定いたしました。 

 

 

 日程第１２ 議長の選挙 

 

 

○町田義昭副議長 それでは、日程第12、議長の

選挙を行います。 

 選挙は投票で行います。 

 お諮りいたします。これから行われます議長

の選挙において、得票数が同数となった場合は

くじで決めることにいたしたいと思いますが、

これにご異議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○町田義昭副議長 ご異議なしと認めます。よっ

て、そのように決定いたしました。 

 それでは、議長の選挙に入ります。 

 議場の閉鎖を命じます。 
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  （議場閉鎖） 

○町田義昭副議長 ただいまの出席議員は18名で

あります。 

 投票用紙を配付させます。 

  （投票用紙配付） 

○町田義昭副議長 投票用紙の配付漏れはござい

ませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○町田義昭副議長 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を改めさせます。 

  （投票箱点検） 

○町田義昭副議長 異状なしと認めます。 

 ここで念のため申し上げます。投票は単記無

記名であります。白紙または他事記載があった

ものについては無効票といたします。 

 投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼

に応じて順次投票願います。 

 なお、記載については、投票記載所または自

席でお願いいたします。 

 ただいまから投票を行います。 

 点呼を命じます。 

○松本 弘議会事務局長 それでは、点呼いたし

ます。 

 １番 竹 田 博 一 議員 

 ２番 鈴 木 悟 司 議員 

 ３番 我 妻   昇 議員 

 ４番 大道寺   信 議員 

 ５番 谷 口 栄 子 議員 

 ６番 蒲 生 光 男 議員 

 ７番 町 田 義 昭 議員 

 ８番 安 部   隆 議員 

 ９番 渋 谷 佐 輔 議員 

 10番 髙 橋 孝 夫 議員 

 11番 大 沼   久 議員 

 12番 藤 原 民 夫 議員 

 13番 鈴 木 良 雄 議員 

 14番 小 関 勝 助 議員 

 15番 鈴 木 武 次 議員 

 16番 鈴 木 新 助 議員 

 17番 蒲 生 吉 夫 議員 

 18番 佐々木 謙 二 議員 

○町田義昭副議長 投票漏れはありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○町田義昭副議長 投票漏れなしと認めます。 

 投票を終了いたします。 

 議場の閉鎖を解きます。 

  （議場開鎖） 

○町田義昭副議長 これより開票を行います。 

 会議規則第31条第２項の規定により、立会人

をご指名いたします。 

 ３番 我 妻   昇 議員 

５番 谷 口 栄 子 議員 

８番 安 部   隆 議員 

以上、３名の方に立ち会いをお願いいたしま

す。 

  （開 票） 

○町田義昭副議長 選挙の結果を報告いたします。 

 投票総数 18票 

うち 有効投票数 18票 

無効投票数 ０票 

有効投票のうち 町田義昭    11票 

小関勝助 議員 ７票 

以上のとおりであります。 

 この選挙の法定得票数は５票であります。よ

って、町田義昭が議長に当選しました。 

 

 

 議長就任のあいさつ 

 

 

  （町田義昭議長登壇） 

○町田義昭議長 議員の皆さんのご推挙をいただ

きまして、大役を仰せつかりました。随分重た

い荷物を背負ったなというのが実感でございま

す。私は、もとより浅学非才、全く人間ができ

ておりません。これは自他ともに認めるもので
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お受けした限りは、誠心誠意努力せねばならな

いと、肝に銘じているところでもございます。

世の中には立場が人をつくるということもまれ

にあるわけでございますので、私は、その道を

邁進していきたいなと、そんなふうに思います。 

 ご案内のとおり、国におきましては、非常に

厳しい内外ともに環境にあることは事実のとお

りでございます。特に私たちが今まで経験した

ことのないような状況がさまざまな面で難題と

して立ちふさがっている。これが現況であろう

と思います。そうしたことを背景に、私たちの

地方自治体におきましても、当然今まで以上に

英知を結集し、そして一段の努力をしていかな

ければ、市民の負託にはこたえられないという

のが現状ではないだろうかと、そんなふうに認

識をしているところでもございます。 

 よく言われることでございますけども、当局

と議会は車の両輪であると言われております。

私は、これに異論は一切ありませんが、ややも

すると当局が駆動輪であって、議会が従輪であ

るというような認識であったとするならば、私

はもっともっと議会が駆動輪の役割を果たして

いかなければならないのではないかなと、そん

なふうに考えておるところでございます。決意

表明の中でも申し上げましたけれども、議会の

活性化に向けて一段と努力をしなければならな

いと、そう思っておりますし、議員諸兄のご理

解とご協力をさらにお願いをしたいものだなと、

そんなふうに思っておるところでございます。 

 終わりになりますけども、私は、先ほど申し

上げたとおり、もとりません。前議長の佐々木

さんは本当に、私も２年間おそばにつかせてい

ただいたわけでありますけども、すばらしい議

長であり、立派な人間でございました。どうか

私はそれとは比較しないようにならばお願いし

たいなと、そんなふうに思っておるところでご

ざいます。 

 今までのことにつきまして、感謝と決意の一

端の言葉を述べさせていただきました。本当に

ありがとうございます。頑張ります。よろしく

お願いします。（拍手） 

○町田義昭議長 ただいま副議長が自動的に欠員

となりました。 

 お諮りいたします。この際、副議長の選挙を

日程に追加し、選挙を行いたいと思いますが、

これにご異議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○町田義昭議長 ご異議なしと認めます。よって、

そのように決定いたしました。 

 

 

 日程第１３ 副議長の選挙 

 

 

○町田義昭議長 それでは、日程第13、副議長の

選挙を行います。 

 選挙は投票で行います。 

 お諮りいたします。これから行われます副議

長の選挙において、得票数が同数となった場合

はくじで決めることにしたいと思いますが、こ

れにご異議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○町田義昭議長 ご異議なしと認めます。よって、

そのように決定いたしました。 

 それでは、副議長の選挙に入ります。 

 議場の閉鎖を命じます。 

  （議場閉鎖） 

○町田義昭議長 ただいまの出席議員は18名であ

ります。 

 投票用紙を配付させます。 

  （投票用紙配付） 

○町田義昭議長 投票用紙の配付漏れはありませ

んか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○町田義昭議長 配付漏れなしと認めます。 
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 投票箱を改めさせます。 

  （投票箱点検） 

○町田義昭議長 異状なしと認めます。 

 ここで念のため申し上げます。投票は単記無

記名であります。白紙または他事記載があった

ものについては無効票といたします。 

 投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、点呼

に応じて順次投票願います。 

 なお、記載については、投票記載所または自

席で記載願います。 

 ただいまから投票を行います。 

 点呼を命じます。 

○松本 弘議会事務局長  

 １番 竹 田 博 一 議員 

 ２番 鈴 木 悟 司 議員 

 ３番 我 妻   昇 議員 

 ４番 大道寺   信 議員 

 ５番 谷 口 栄 子 議員 

 ６番 蒲 生 光 男 議員 

 ７番 町 田 義 昭 議員 

 ８番 安 部   隆 議員 

 ９番 渋 谷 佐 輔 議員 

 10番 髙 橋 孝 夫 議員 

 11番 大 沼   久 議員 

 12番 藤 原 民 夫 議員 

 13番 鈴 木 良 雄 議員 

 14番 小 関 勝 助 議員 

 15番 鈴 木 武 次 議員 

 16番 鈴 木 新 助 議員 

 17番 蒲 生 吉 夫 議員 

 18番 佐々木 謙 二 議員 

○町田義昭議長 投票漏れはありませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○町田義昭議長 投票漏れなしと認めます。 

 投票を終了いたします。 

 議場の閉鎖を解きます。 

  （議場開鎖） 

○町田義昭議長 これより開票を行います。 

 会議規則第31条第２項の規定により、立会人

をご指名いたします。 

 ３番 我 妻   昇 議員 

５番 谷 口 栄 子 議員 

８番 安 部   隆 議員 

以上、３名の方に立ち会いをお願いいたしま

す。 

  （開 票） 

○町田義昭議長 選挙の結果を報告いたします。 

 投票総数 18票 

うち 有効投票数 18票 

無効投票数 ０票 

有効投票のうち 鈴木武次 議員 ９票 

渋谷佐輔 議員 ９票 

以上のとおりであります。 

 この選挙の法定得票数は５票であり、鈴木武

次議員と渋谷佐輔議員の得票数はいずれもこれ

を超えています。両議員の得票数は同数です。 

 この場合、鈴木武次議員及び渋谷佐輔議員が

議場におられますので、くじを引いていただき

ます。 

 くじは２回引きます。１回目はくじを引く順

序を決めるためのものです。２回目は、この順

序によってくじを引き、当選者を決定するため

のものです。 

 くじはくじ棒によって行います。 

 鈴木武次議員、渋谷佐輔議員、くじを引いて

ください。 

  （くじ引き） 

○町田義昭議長 くじを引く順序が決定しました

ので報告します。 

 初めに鈴木武次議員、次に渋谷佐輔議員、以

上のとおりです。 

 ただいまの順序により当選人を決定するくじ

を行います。 

 鈴木武次議員、渋谷佐輔議員、くじを引いて

ください。 

  （くじ引き） 
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○町田義昭議長 くじの結果を報告します。 

 くじの結果、鈴木武次議員が当選人と決定し

ました。 

 鈴木武次議員が議場におられますので、本席

から会議規則第32条第２項の規定により告知い

たします。 

 ここで、副議長のごあいさつをお願いいたし

ます。 

 

 

 副議長就任のあいさつ 

 

 

  （鈴木武次副議長登壇） 

○鈴木武次副議長 ただいまは副議長に当選をさ

せていただき、ありがとうございました。私は、

浅学非才の者でございまして、言うなれば愚直

一筋に今まで参った者でございます。何につけ

ても議員諸兄のご協力をいただかなければ務ま

らないなと、こう思っておるところでございま

す。ご当局の皆様を始め、議会事務局の皆様の

ご協力をいただきながら、町田議長の補佐役と

して、支え役として頑張ってまいりたいなと思

っているところでございます。長井市の発展は

もとより、西置賜の中核都市として長井を発展

させてみたい、こんな願いを持ってこれからも

頑張ってまいりたいと思います。 

 簡単ではございますけれども、副議長に就任

に当たり、お礼のあいさつにさせていただきま

す。本日はどうもありがとうございます。（拍

手） 

○町田義昭議長 ここで暫時休憩いたします。 

 

 

   午前１０時５６分 休憩 

   午後 １時３１分 再開 

 

 

○町田義昭議長 休憩前に復し、会議を再開いた

します。 

 この際申し上げます。ただいままで３件の日

程追加がありましたので、お手元の日程表中、

日程第11を日程第14に、日程第12を日程第15に

順次繰り下げることになりますので、ご了承願

います。 

 

 

 日程第１４ 常任委員会委員の選任 

 について 

 

 

○町田義昭議長 それでは、日程第14、常任委員

会委員の選任についてを議題といたします。 

 常任委員会委員の選任については、委員会条

例第８条第１項の規定により、議長においてご

指名いたします。 

総務・文教常任委員 

 １番 竹 田 博 一 議員 

 ３番 我 妻   昇 議員 

 ４番 大道寺   信 議員 

 ９番 渋 谷 佐 輔 議員 

 10番 髙 橋 孝 夫 議員 

 13番 鈴 木 良 雄 議員 

厚生常任委員 

 ５番 谷 口 栄 子 議員 

 ６番 蒲 生 光 男 議員 

 ７番 町 田 義 昭  

 11番 大 沼   久 議員 

 17番 蒲 生 吉 夫 議員 

 18番 佐々木 謙 二 議員 

産業・建設常任委員 

 ２番 鈴 木 悟 司 議員 

 ８番 安 部   隆 議員 

 12番 藤 原 民 夫 議員 

 14番 小 関 勝 助 議員 

 15番 鈴 木 武 次 議員 
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 16番 鈴 木 新 助 議員 

 以上であります。 

 

 

 日程第１５ 議会運営委員会委員の 

 選任について 

 

 

○町田義昭議長 次に、日程第15、議会運営委員

会委員の選任についてを議題といたします。 

 議会運営委員会委員の選任については、委員

会条例第８条第１項の規定により、議長におい

てご指名いたします。 

議会運営委員会委員 

 ４番 大道寺   信 議員 

 ６番 蒲 生 光 男 議員 

 ８番 安 部   隆 議員 

 ９番 渋 谷 佐 輔 議員 

 10番 髙 橋 孝 夫 議員 

 11番 大 沼   久 議員 

 以上であります。 

 ここで、正副委員長互選のため、暫時休憩い

たします。 

 

 

   午後 １時３４分 休憩 

   午後 ２時０２分 再開 

 

 

○町田義昭議長 休憩前に復し、会議を再開いた

します。 

  この際申し上げます。 

 各委員会より次のとおり正副委員長互選結果

の報告がありましたので、お知らせいたします。 

総務・文教常任委員長 大道寺   信 議員 

副委員長 竹 田 博 一 議員 

厚 生 常 任 委 員 長 蒲 生 光 男 議員 

副委員長 谷 口 栄 子 議員 

産業・建設常任委員長 安 部   隆 議員 

副委員長 藤 原 民 夫 議員 

議 会 運 営 委 員 長 髙 橋 孝 夫 議員 

副委員長 大道寺   信 議員 

 以上の方々が選任されました。 

 次に、お諮りいたします。鈴木武次議員が置

賜広域行政事務組合議会議員を辞職され、欠員

１名が生じましたので、置賜広域行政事務組合

議会議員の選挙を日程に追加し、選挙を行いた

いと思いますが、これにご異議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○町田義昭議長 ご異議なしと認めます。よって、

そのように決定いたしました。 

 

 

 日程第１６ 置賜広域行政事務組合 

 議会議員の選挙 

 

 

○町田義昭議長 それでは、日程第16、置賜広域

行政事務組合議会議員の選挙を行います。 

 お諮りいたします。選挙の方法につきまして

は、地方自治法第118条第２項の規定により、

指名推選の方法により行いたいと思いますが、

これにご異議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○町田義昭議長 ご異議なしと認めます。よって、

指名推選の方法により行うことに決定いたしま

した。 

 お諮りいたします。指名の方法につきまして

は、議長において指名することにいたしたいと

思いますが、これにご異議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○町田義昭議長 ご異議なしと認めます。よって、

指名の方法は、議長において指名することに決

定いたしました。 

 置賜広域行政事務組合議会議員に 

18番 佐々木 謙 二 議員 
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をご指名いたします。 

 お諮りいたします。ただいまご指名いたしま

した佐々木謙二議員を置賜広域行政事務組合議

会議員の当選人と定めることにご異議ございま

せんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○町田義昭議長 ご異議なしと認めます。よって、

ただいまご指名いたしました佐々木謙二議員が

置賜広域行政事務組合議会議員に当選されまし

た。 

 当選されました佐々木謙二議員が議場におら

れますので、本席から会議規則第32条第２項の

規定により告知いたします。 

 次に、お諮りいたします。小関勝助議員が西

置賜行政組合議会議員を辞職され、欠員１名が

生じましたので、西置賜行政組合議会議員の選

挙を日程に追加し、選挙を行いたいと思います

が、これにご異議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○町田義昭議長 ご異議なしと認めます。よって、

そのように決定いたしました。 

 

 

 日程第１７ 西置賜行政組合議会議 

 員の選挙 

 

 

○町田義昭議長 それでは、日程第17、西置賜行

政組合議会議員の選挙を行います。 

 お諮りいたします。選挙の方法につきまして

は、地方自治法第118条第２項の規定により、

指名推選の方法により行いたいと思いますが、

これにご異議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○町田義昭議長 ご異議なしと認めます。よって、

指名推選の方法により行うことに決定いたしま

した。 

 お諮りいたします。指名の方法につきまして

は、議長において指名することにいたしたいと

思いますが、これにご異議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○町田義昭議長 ご異議なしと認めます。よって、

指名の方法は、議長において指名することに決

定いたしました。 

 西置賜行政組合議会議員に 

５番 谷 口 栄 子 議員 

をご指名いたします。 

 お諮りいたします。ただいまご指名いたしま

した谷口栄子議員を西置賜行政組合議会議員の

当選人と定めることにご異議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○町田義昭議長 ご異議なしと認めます。よって、

ただいまご指名いたしました谷口栄子議員が西

置賜行政組合議会議員に当選されました。 

 当選されました谷口栄子議員が議場におられ

ますので、本席から会議規則第32条第２項の規

定により告知いたします。 

 次に、お諮りいたします。佐々木謙二議員が

置賜広域病院組合議会議員を辞職され、欠員１

名が生じましたので、置賜広域病院組合議会議

員の選挙を日程に追加し、選挙を行いたいと思

いますが、これにご異議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○町田義昭議長 ご異議なしと認めます。よって、

そのように決定いたしました。 

 

 

 日程第１８ 置賜広域病院組合議会 

 議員の選挙 

 

 

○町田義昭議長 それでは、日程第18、置賜広域

病院組合議会議員の選挙を行います。 

 お諮りいたします。選挙の方法につきまして

は、地方自治法第118条第２項の規定により、

指名推選の方法により行いたいと思いますが、
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これにご異議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○町田義昭議長 ご異議なしと認めます。よって、

指名推選の方法により行うことに決定いたしま

した。 

 お諮りいたします。指名の方法につきまして

は、議長において指名することにいたしたいと

思いますが、これにご異議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○町田義昭議長 ご異議なしと認めます。指名の

方法は、議長において指名することに決定いた

しました。 

 置賜広域病院組合議会議員に私を指名いたし

ます。 

 お諮りいたします。ただいま指名いたしまし

た町田義昭を置賜広域病院組合議会議員の当選

人と定めることにご異議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○町田義昭議長 ご異議なしと認めます。よって、

ただいま指名いたしました町田義昭が置賜広域

病院組合議会議員に当選しました。 

 次に、私が長井ダム環境整備促進特別委員会

委員を辞任し、欠員１名が生じましたので、長

井ダム環境整備促進特別委員会委員の選任につ

いて日程に追加し、委員を選任したいと思いま

すが、これにご異議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○町田義昭議長 ご異議なしと認めます。よって、

そのように決定いたしました。 

 

 

 日程第１９ 長井ダム環境整備促進 

 特別委員会委員の選任について 

 

 

○町田義昭議長 それでは、日程第19、長井ダム

環境整備促進特別委員会委員の選任についてを

議題といたします。 

 長井ダム環境整備促進特別委員会委員の選任

については、委員会条例第８条第１項の規定に

より、議長においてご指名いたします。 

 長井ダム環境整備促進特別委員会委員に 

18番 佐々木 謙 二 議員 

をご指名いたします。 

 お諮りいたします。会議規則第４条第３項の

規定により、議席の一部変更についてを日程に

追加し、議題といたしたいと思いますが、これ

にご異議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○町田義昭議長 ご異議なしと認めます。よって、

そのように決定いたしました。 

 

 

 日程第２０ 議席の一部変更につい 

 て 

 

 

○町田義昭議長 それでは、日程第20、議席の一

部変更についてを議題といたします。 

 この際、議席の一部を変更いたしたいと思い

ますので、新議席番号及び氏名を事務局長より

朗読させます。 

○松本 弘議会事務局長 朗読いたします。 

 １番 竹 田 博 一 議員 

 ２番 鈴 木 悟 司 議員 

 ３番 我 妻   昇 議員 

 ４番 大道寺   信 議員 

 ５番 谷 口 栄 子 議員 

 ６番 蒲 生 光 男 議員 

 ７番 佐々木 謙 二 議員 

 ８番 安 部   隆 議員 

 ９番 渋 谷 佐 輔 議員 

 10番 髙 橋 孝 夫 議員 

 11番 大 沼   久 議員 

 12番 藤 原 民 夫 議員 

 13番 鈴 木 良 雄 議員 
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 14番 小 関 勝 助 議員 

 15番 鈴 木 武 次 議員 

 16番 鈴 木 新 助 議員 

 17番 蒲 生 吉 夫 議員 

 18番 町 田 義 昭 議員 

 以上でございます。 

○町田義昭議長 お諮りいたします。ただいま朗

読いたしましたとおり、議席を一部変更するこ

とにご異議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○町田義昭議長 ご異議なしと認めます。よって、

ただいま朗読いたしましたとおり、議席を一部

変更することに決定いたしました。 

 最後にお諮りいたします。本臨時会において

議決されました議案の中で、条項、字句、数字、

その他整理を要するものについては、会議規則

第43条の規定により、その整理を議長に一任願

いたいと思いますが、これにご異議ございませ

んか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○町田義昭議長 ご異議なしと認めます。よって、

整理を要するものについては、その整理を議長

に一任することに決定いたしました。 

 

 

   閉     会 

 

 

○町田義昭議長 これをもって平成21年第２回長

井市議会臨時会を閉会いたします。ご協力まこ

とにありがとうございました。 

 

 

    午後 ２時１２分 閉会 
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